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〇 表示をした事業者とは、表示内容の決定に関与した事業者

① 自ら又は他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者
② 他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者
③ 他の事業者にその決定を委ねた事業者も含まれる

近年、インターネットを用いた広告手法の一つであるアフィリイトプロ

グラムを用いて、アフィリエイターが、アフィリエイトサイトにおいて、

広告主の販売する健康食品について虚偽誇大表示等に当たる内容を掲載す

ることがある。このようなアフィリエイトサイト上の表示についても、広

告主がその表示内容の決定に関与している場合（アフィリエイターに表示

内容の決定を委ねている場合を含む。）には、広告主は景品表示法及び健

康増進法上の措置を受けるべき事業者に当たる。

なお、アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダーは、ア

フィリエイトプログラムの対象となる商品を自ら供給する者ではないため、

景品表示法上の措置を受けるべき事業者には当たらないが、表示内容の決

定に関与している場合には、「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと

定める健康増進法上の措置を受けるべき者に該当し得る。

※ 留意事項冊子 P12 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf



健康被害のおそれのある
成分等を含む健康食品への対応
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プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレンが指定成分等として
食品衛生法に基づき告示指定（令和２年３月２７日）

〇 指定成分等含有食品の指定及び表示基準改正について①
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〇 指定成分等含有食品の指定及び表示基準改正について②

改正食品衛生法を踏まえ、厚生労働大臣が特別の注意を必要とする成分等を指定することから、

一般加工食品の横断的義務表示事項を定めた基準第３条第２項の表を改正し、指定成分等含有食品

に関する規定を新設。

第３条第２項の表（横断的義務表示）に項を追加

別表第20に項を追加



打消し表示に関する実態調査報告

打消し表示に関する実態調査報告書（平成29年７月）

スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書（平成30年５月）

広告表示に関する消費者の視線に関する実態調査報告書（平成30年６月）
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15秒TVCM例
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インターネット監視
（健康増進法）
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〇 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示監視

インターネット監視は、事業者の自主的な意思の下、健康増進法違反のおそれのある広告を修
正又は削除させることにより、不適切な内容の広告を迅速かつ効率的に排除し、国民に対する正
確な情報の伝達を促すことを目的として実施。

直近のインターネット監視結果

監視年度（期間）
改善要請件数 改善件数

事業者数 商品数 事業者数 商品数

平 成 ２ ９ 年 度 381 425 381 425

平 成 ３ ０ 年 度 274 298 274 298

令 和 元 年 度 278 337 278 337

令 和 2 年 度 454 473 454 473

監視期間 主な検索キーワード

令和２年
4月から6月

まで

• 「コロナウイルス」、「インフルエンザ」、「生活習慣
病」、「アレルギー」、「花粉症」等の疾病の治療又は
予防を目的とする効果があるかのような表現

• 「免疫力」、「腸活」等の身体の組織機能の一般的増強、
増進を主たる目的とする効果があるかのような表現

等



機能性表示食品における
免疫機能表示の留意点
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食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）

（表示禁止事項）

第９条 食品関連事業者は、第３条、第４条、第６条及び第７条に掲げる表示事項に関
して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。

８ 機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語

イ 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語

ロ～ニ（略） ※生鮮食品も同様の規定あり（第23条第１項第６号）

食品表示基準について（平成27年３月30日消食表第139号）

別添 機能性表示食品

第３ 表示が禁止される表現等表示に当たっての留意事項

１ 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語

以下のような表現は「疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語」に該当する。
（例）

「花粉症に効果あり」、「糖尿病の方にお奨めです」、「風邪予防に効果あり」
等の表現
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食品に医薬品的な効能効果は表示できません
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機能性表示食品の届出等に関するガイドライン（平成27年３月30日消食表第141号）

Ⅳ 資料作成に当たっての考え方

（Ⅰ）総論

第２ 可能な機能性表示の範囲

１．保健の目的が期待できる旨の表示の範囲は、疾病に罹患していない者

（略）の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨（疾病リスクの低減に

係るものを除く。）を表現するものである＊。（略）医薬品に関する情報につ

いても確認し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律（昭和35年法律第145号）第２条に規定する医薬品と誤認されるお

それがないよう、留意すること。

＊「診断、「予防」、「治療」、「処置」等の医学的な表現は使用できない。
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機能性表示食品の届出等に関するガイドライン（平成27年３月30日消食表第141号）

２．本制度では認められない表現例としては、以下のものが考えられる。

① 疾病の治療効果又は予防効果を暗示する表現

（例）「糖尿病の人に」、「高血圧の人に」 等

② 健康の維持及び増進の範囲を超えた、意図的な健康の増強を標榜するもの

と認められる表現

③ 科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現（例）限られた

免疫指標のデータを用いて身体全体の免疫に関する機能があると誤解を招く

表現、in vitro 試験やin vivo 試験で説明された根拠のみに基づいた表現、抗

体や補体、免疫系の細胞などが増加するといったin vitro 試験やin vivo 試験

で科学的に説明されているが、生体に作用する機能が不明確な表現 等
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健康・医療戦略 ＜令和２年３月27日閣議決定＞

○個別の領域の取組

（健康な食、地域資源の活用）

・健康の維持・増進や健康リスクの低減に係る食品の機能性等を

表示できる制度を適切に運用するとともに、機能性表示食品等につ

いて科学的知見の蓄積を進め、免疫機能の改善等を通じた保健用

途における新たな表示を実現することを目指す。また、消費者の理

解増進のための消費者教育を充実させる。（◎消費、厚、農、経）

4.2. 健康長寿社会の形成に資する新産業創出及び国際展開の促進等
4.2.1. 新産業創出
(1) 公的保険外のヘルスケア産業の促進等


